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告   示 

月 日 番号 件 名 主 管 

4 1 172 道路の供用開始 土木管理課 

4 1 173 市道路線の廃止 土木管理課 

4 1 174 市道路線の認定 土木管理課 

4 1 175 道路の区域決定 土木管理課 

4 1 176 道路の供用開始 土木管理課 

4 1 177 奈良市公報号外第 28号に掲載 都市計画課 

4 1 178 固定資産課税台帳に登録すべき令和 8年度の固定資産の価

格等の登録 

資産税課 

4 1 179 指定納付受託者の指定 広報課 

4 1 180 指定公金事務取扱者の指定 保健衛生課 

4 1 181 予防接種の実施 健康増進課 

4 1 182 指定公金事務取扱者の指定 共生社会推進課 

4 1 183 指定公金事務取扱者の指定 医療政策課 

4 1 184 指定納付受託者の指定 会計課 

4 1 185 指定管理者の指定 スポーツ振興課 

4 1 186 指定管理者の指定 共生社会推進課 

4 2 187 大和都市計画道路の変更案の公衆縦覧 都市計画課 

4 2 188 介護保険法の規定による指定居宅サービス事業者等の廃止 介護福祉課 

4 2 189 介護保険法の規定による指定居宅介護支援事業者の廃止 介護福祉課 

4 3 190 認可地縁団体からの告示事項の変更の届出 地域づくり推進課 

4 6 191 指定公金事務取扱者の指定 環境政策課 

4 6 192 指定公金事務取扱者の指定 環境政策課 

4 7 193 指定公金事務取扱者の指定 市民課 

4 7 194 令和 8年度一般廃棄物処理実施計画 廃棄物対策課 

4 7 195 指定公金事務取扱者の指定 障がい福祉課 

4 8 196 認可地縁団体からの告示事項の変更の届出 地域づくり推進課 

4 8 197 認可地縁団体からの告示事項の変更の届出 地域づくり推進課 

4 8 198 認可地縁団体からの告示事項の変更の届出 地域づくり推進課 
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4 9 199 介護保険法の規定による指定居宅サービス事業者等の指定 介護福祉課 

4 9 200 介護保険法の規定による指定地域密着型サービス事業者の

指定 

介護福祉課 

4 9 201 介護保険法の規定による指定居宅介護支援事業者の指定 介護福祉課 

4 9 202 介護保険法の規定による指定介護予防支援事業者の指定 介護福祉課 

4 10 203 住居番号の設定 市民課 

4 13 204 認可地縁団体からの告示事項の変更の届出 地域づくり推進課 

4 13 205 認可地縁団体からの告示事項の変更の届出 地域づくり推進課 

4 13 206 認可地縁団体からの告示事項の変更の届出 地域づくり推進課 

4 13 207 障害者総合支援法に規定する指定障害福祉サービス事業者

等の指定 

障がい福祉課 

4 13 208 障害者総合支援法に規定する指定障害福祉サービス事業者

等の指定（更新） 

障がい福祉課 

4 13 209 障害者総合支援法に規定する指定障害福祉サービス事業者

の廃止 

障がい福祉課 

4 14 210 包括外部監査契約の締結 法務ガバナンス課 

公 営 企 業 

月 日 番号 件 名 主 管 

4 1 22 奈良市排水設備指定工事店の指定 営業管理課 

4 1 23 公共下水道の供用及び下水の処理の開始 下水道事業課 

4 1 24 指定公金事務取扱者の指定 営業管理課 

4 1 25 指定公金事務取扱者の指定 営業管理課 

4 1 26 指定公金事務取扱者の指定 営業管理課 

選 挙 管 理 委 員 会 

月 日 番号 件 名 
 

4 1 23 選挙管理委員会委員長の補欠 

農 業 委 員 会 

月 日 番号 件 名 
 

4 7 4 農業委員会総会の招集 
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告   示 

奈良市告示第 172号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第2項の規定に基づき、次のように道路の供用を開始する。その関係図

書は、公示の日から 1箇月間、建設部土木管理課において一般の縦覧に供する。 

 令和8年4月1日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

整理

番号 
路線名 区 間 

延長（m） 

幅員（m） 

1 北部第806号線 
法蓮佐保山三丁目1581番3地

先から 

法蓮佐保山三丁目 777 番 1 地先

まで 

L=1126 

W=6.2～12.0 

2 北部第833号線 般若寺町18番1地先から 般若寺町18番4地先まで 
L=174.5 

W=7.0 

（令和8年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 173号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第10条第1項の規定に基づき、次に掲げる市道の路線の供用を廃止する。その

関係図書は、公示の日から1箇月間、建設部土木管理課において一般の縦覧に供する。 

 令和8年4月1日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

整理

番号 
路線名 起 点 終 点 

延長（m） 

幅員（m） 

1 北部第268号線 
奈良市大森西町 177 番 1 地先か

ら 

奈良市大森西町 172 番 1 地先ま

で 

L=141.5 

W=3.5～8.0 

2 中部第449号線 
奈良市六条西一丁目1537番23

地先から 

奈良市六条西一丁目1302番15

地先まで 

L=120.1 

W=9.7 

3 中部第1787号線 
奈良市六条西二丁目1537番486

地先から 

奈良市六条西二丁目1537番476

地先まで 

L=92.4 

W=6.0～8.0 

4 西部第686号線 
奈良市五条畑二丁目1056番200

地先から 

奈良市五条西一丁目1162番地

先まで 

L=661.5 

W=3.2～14.5 

（令和8年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 174号 

 道路法（昭和 27年法律第 180号）第 8条第 1項の規定に基づき、次に掲げる路線を本市の市道路線に認定する。

その関係図書は、公示の日から 1箇月間、建設部土木管理課において一般の縦覧に供する。 

 令和8年4月1日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

整理 

番号 
路線名 起 点 終 点 備考（m） 

1 南部第741号線 奈良市杏町585番31地先から 奈良市杏町585番24地先まで 
L=195.3 

W=6.0～13.0 

2 北部第268号線 奈良市大森西町176番地先から 
奈良市大森西町 172 番 1 地先ま

で 

L=88.6 

W=6.0 

3 北部第829号線 奈良市大森町156番1地先から 奈良市大森町103番1地先まで 
L=155.7 

W=6.0 

4 中部第449号線 
奈良市六条西一丁目1201番2地

先から 

奈良市六条西一丁目 1302 番 15

地先まで 

L=246.3 

W=9.7～10 
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5 中部第1808号線 奈良市疋田町529番23地先から 奈良市疋田町529番27地先まで 
L=41.0 

W=6.0～8.0 

6 中部第1809号線 奈良市押熊町1290番1地先から 
奈良市押熊町1302番1番地先ま

で 

L=85.5 

W=6.0～8.0 

7 中部第1810号線 
奈良市疋田町五丁目 442 番 5 地

先から 

奈良市疋田町五丁目 442 番 8 地

先まで 

L=35.4 

W=6.0～8.0 

8 中部第1811号線 
奈良市西大寺北町一丁目 285 番

10地先から 

奈良市西大寺本町 254 番 5地先

まで 

L=78.6 

W=6.0～8.0 

9 中部第1812号線 
奈良市七条一丁目 384 番 1 地先

から 

奈良市七条一丁目2416番地先ま

で 

L=59.2 

W=6.0～8.0 

10 中部第1813号線 
奈良市西大寺新池町1827番7地

先から 

奈良市西大寺新池町 1827 番 19

地先まで 

L=39.7 

W=6.0～8.0 

11 中部第1814号線 
奈良市平松一丁目860番10地先

から 

奈良市平松一丁目 860 番 8地先

まで 

L=39.1 

W=6.0～8.0 

12 中部第1815号線 
奈良市平松四丁目360番29地先

から 

奈良市平松四丁目360番24地先

まで 

L=64.8 

W=6.0～8.0 

13 中部第1816号線 
奈良市四条大路一丁目 764 番 3

地先から 

奈良市四条大路一丁目 760 番 8

地先まで 

L=44.4 

W=6.0～8.0 

14 中部第1817号線 
奈良市六条西二丁目 1537番 486

地先から 

奈良市六条西二丁目 1537番 476

地先まで 

L=94.1 

W=6.0～8.0 

15 中部第1818号線 
奈良市西大寺赤田町二丁目 810

番3地先から 
奈良市菅原町632番2地先まで 

L=1167.0 

W=24.0～28.0 

16 西部第686号線 
奈良市五条畑二丁目 1141 番 47

地先から 

奈良市五条西一丁目1162番地先

まで 

L=663.9 

W=3.2～14.5 

17 西部第1534号線 
奈良市藤ノ木台二丁目 1 番 987

地先から 
奈良市中町488番16地先まで 

L=39.3 

W=6.0～8.0 

18 西部第1535号線 奈良市赤膚町1051番7地先から 
奈良市赤膚町1202番245地先ま

で 

L=313.4 

W=6.0～8.0 

19 西部第1536号線 
奈良市中山町西二丁目 868番 59

地先から 

奈良市中山町西二丁目 896 番 4

地先まで 

L=221.5 

W=6.0～13.0 

（令和8年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 175号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第1項の規定に基づき、次のように道路の区域を決定する。その関係図

書は、公示の日から 1箇月間、建設部土木管理課において一般の縦覧に供する。 

 令和8年4月1日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

整理

番号 
路線名 起 点 終 点 備考（m） 

1 南部第741号線 奈良市杏町585番31地先から 奈良市杏町585番24地先まで 
L=195.3 

W=6.0～13.0 

2 北部第268号線 奈良市大森西町176番地先から 
奈良市大森西町 172 番 1 地先ま

で 

L=88.6 

W=6.0 

3 北部第829号線 奈良市大森町156番1地先から 奈良市大森町103番1地先まで 
L=155.7 

W=6.0 

4 中部第449号線 
奈良市六条西一丁目1201番2地

先から 

奈良市六条西一丁目 1302 番 15

地先まで 

L=246.3 

W=9.7～10 
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5 中部第1808号線 奈良市疋田町529番23地先から 奈良市疋田町529番27地先まで 
L=41.0 

W=6.0～8.0 

6 中部第1809号線 奈良市押熊町1290番1地先から 
奈良市押熊町1302番1番地先ま

で 

L=85.5 

W=6.0～8.0 

7 中部第1810号線 
奈良市疋田町五丁目 442 番 5 地

先から 

奈良市疋田町五丁目 442 番 8 地

先まで 

L=35.4 

W=6.0～8.0 

8 中部第1811号線 
奈良市西大寺北町一丁目 285 番

10地先から 

奈良市西大寺本町 254 番 5 地先

まで 

L=78.6 

W=6.0～8.0 

9 中部第1812号線 
奈良市七条一丁目 384 番 1 地先

から 

奈良市七条一丁目2416番地先ま

で 

L=59.2 

W=6.0～8.0 

10 中部第1813号線 
奈良市西大寺新池町1827番7地

先から 

奈良市西大寺新池町 1827 番 19

地先まで 

L=39.7 

W=6.0～8.0 

11 中部第1814号線 
奈良市平松一丁目860番10地先

から 

奈良市平松一丁目 860 番 8 地先

まで 

L=39.1 

W=6.0～8.0 

12 中部第1815号線 
奈良市平松四丁目360番29地先

から 

奈良市平松四丁目360番24地先

まで 

L=64.8 

W=6.0～8.0 

13 中部第1816号線 
奈良市四条大路一丁目 764 番 3

地先から 

奈良市四条大路一丁目 760 番 8

地先まで 

L=44.4 

W=6.0～8.0 

14 中部第1817号線 
奈良市六条西二丁目 1537番 486

地先から 

奈良市六条西二丁目 1537番 476

地先まで 

L=94.1 

W=6.0～8.0 

15 西部第686号線 
奈良市五条畑二丁目 1141 番 47

地先から 

奈良市五条西一丁目1162番地先

まで 

L=663.9 

W=3.2～14.5 

16 西部第1534号線 
奈良市藤ノ木台二丁目 1 番 987

地先から 
奈良市中町488番16地先まで 

L=39.3 

W=6.0～8.0 

17 西部第1535号線 奈良市赤膚町1051番7地先から 
奈良市赤膚町1202番245地先ま

で 

L=313.4 

W=6.0～8.0 

18 西部第1536号線 
奈良市中山町西二丁目 868番 59

地先から 

奈良市中山町西二丁目 896 番 4

地先まで 

L=221.5 

W=6.0～13.0 

（令和8年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 176号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第2項の規定に基づき、次のように道路の供用を開始する。その関係図

書は、公示の日から 1箇月間、建設部土木管理課において一般の縦覧に供する。 

 令和8年4月1日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

整理

番号 
路線名 起 点 終 点 備考（m） 

1 南部第741号線 奈良市杏町585番31地先から 奈良市杏町585番24地先まで 
L=195.3 

W=6.0～13.0 

2 北部第268号線 奈良市大森西町176番地先から 
奈良市大森西町 172 番 1 地先ま

で 

L=88.6 

W=6.0 

3 北部第829号線 奈良市大森町156番1地先から 奈良市大森町103番1地先まで 
L=155.7 

W=6.0 

4 中部第449号線 
奈良市六条西一丁目1201番2地

先から 

奈良市六条西一丁目 1302 番 15

地先まで 

L=246.3 

W=9.7～10 

5 中部第1808号線 奈良市疋田町529番23地先から 奈良市疋田町529番27地先まで 
L=41.0 

W=6.0～8.0 
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6 中部第1809号線 奈良市押熊町1290番1地先から 
奈良市押熊町1302番1番地先ま

で 

L=85.5 

W=6.0～8.0 

7 中部第1810号線 
奈良市疋田町五丁目 442 番 5 地

先から 

奈良市疋田町五丁目 442 番 8 地

先まで 

L=35.4 

W=6.0～8.0 

8 中部第1811号線 
奈良市西大寺北町一丁目 285 番

10地先から 

奈良市西大寺本町 254 番 5 地先

まで 

L=78.6 

W=6.0～8.0 

9 中部第1812号線 
奈良市七条一丁目384番1地先

から 

奈良市七条一丁目2416番地先

まで 

L=59.2 

W=6.0～8.0 

10 中部第1813号線 
奈良市西大寺新池町1827番7地

先から 

奈良市西大寺新池町 1827 番 19

地先まで 

L=39.7 

W=6.0～8.0 

11 中部第1814号線 
奈良市平松一丁目860番10地先

から 

奈良市平松一丁目 860 番 8 地先

まで 

L=39.1 

W=6.0～8.0 

12 中部第1815号線 
奈良市平松四丁目360番29地先

から 

奈良市平松四丁目360番24地先

まで 

L=64.8 

W=6.0～8.0 

13 中部第1816号線 
奈良市四条大路一丁目 764 番 3

地先から 

奈良市四条大路一丁目 760 番 8

地先まで 

L=44.4 

W=6.0～8.0 

14 中部第1817号線 
奈良市六条西二丁目 1537番 486

地先から 

奈良市六条西二丁目 1537番 476

地先まで 

L=94.1 

W=6.0～8.0 

15 西部第686号線 
奈良市五条畑二丁目 1141 番 47

地先から 

奈良市五条西一丁目1162番地先

まで 

L=663.9 

W=3.2～14.5 

16 西部第1534号線 
奈良市藤ノ木台二丁目 1 番 987

地先から 
奈良市中町488番16地先まで 

L=39.3 

W=6.0～8.0 

17 西部第1535号線 奈良市赤膚町1051番7地先から 
奈良市赤膚町1202番245地先ま

で 

L=313.4 

W=6.0～8.0 

18 西部第1536号線 
奈良市中山町西二丁目 868番 59

地先から 

奈良市中山町西二丁目 896 番 4

地先まで 

L=221.5 

W=6.0～13.0 

（令和8年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 178号 

 固定資産課税台帳に登録すべき令和 8年度の固定資産の価格等の全てを登録したので、地方税法（昭和 25年法律

第226号）第411条第2項の規定により公示する。 

 令和8年4月1日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

（令和8年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 179号 

 地方自治法（昭和22年法律第 67号）第231条の2の3第1項の規定により、次のとおり指定納付受託者を指定し

たので、奈良市会計規則（昭和 40年奈良市規則第1号）第 22条の2第2項の規定により告示する。 

令和8年4月1日 

奈良市長 仲 川 元 庸      

1 指定納付受託者に納付させる歳入の種類 

指定納付受託者 指定納付受託者に納付させる歳入の種類 

東京都品川区上大崎三丁目1番1号 

株式会社トラストバンク 

代表取締役 大井 潤 

 

 

 

 

 

奈良県生駒市東生駒一丁目61番地7 

南都ディーシーカード株式会社 
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代表取締役社長 田原 久義  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インターネットを利用して納付する「奈良市心のふる

さと応援寄附」に関する寄附金 

東京都港区南青山5丁目1番 22号 

株式会社ジェーシービー 

代表取締役会長兼執行役員社長 二重 孝好 

東京都世田谷区玉川一丁目 14 番 1 号楽天クリムゾン

ハウス 

楽天グループ株式会社 

代表取締役会長兼社長 三木谷 浩史 

東京都渋谷区渋谷三丁目 26番 20号関電不動産渋谷ビ

ル8階 

株式会社アイモバイル 

代表取締役社長 野口 哲也 

東京都渋谷区道玄坂1-2-3 

GMOペイメントゲートウェイ株式会社 

代表取締役社長 相浦 一成 

東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目 33-8 SOUTH GATE新宿9

階 

株式会社JR東日本ネットステーション 

代表取締役社長 西尾 寿子 

東京都千代田区神田錦町 3 丁目 22テラススクエア 12 

階 

イオンフィナンシャルサービス株式会社 

代表取締役 深山 友晴 

東京都品川区大崎 1-11-2 ゲートシティ大崎イースト

タワー8F 

アソビュー株式会社 

代表取締役 山野 智久 

福島県耶麻郡猪苗代町字葉山 7105番地 

株式会社DMC aizu 

代表取締役社長 遠藤 昭二 

東京都千代田区丸の内 1-8-3 丸の内トラストタワー本

館 20階 

株式会社ピアトゥー 

代表取締役 杉田 真志 

東京都港区港南1-2-70品川シーズンテラス 12階 

株式会社JALUX 

地域創生推進部長 津屋 剛介 

東京都渋谷区渋谷2-24-12渋谷スクランブルスクエア 

株式会社ペイメントフォー 

代表取締役社長 山﨑 祐一郎 

東京都目黒区下目黒1-8-1 

アマゾンジャパン合同会社 

社長 ジャスパー・チャン 

東京都渋谷区恵比寿南三丁目 5番7号 

株式会社DGフィナンシャルテクノロジー 

代表取締役 篠 寛 

東京都中央区京橋 2-2-1京橋エドグラン 13F 
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株式会社さとふる 

代表取締役社長 藤井 宏明 

東京都千代田区紀尾井町1-3 

PayPay株式会社 

代表取締役社長執行役員CEO 中山 一郎 

東京都文京区本郷3丁目33番5号 

三菱UFJニコス株式会社 

代表取締役社長 角田 典彦 

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋 1丁目1番43号 

株式会社近鉄百貨店 

代表取締役社長執行役員 梶間 隆弘 

福岡県福岡市中央区赤坂1-16-5読売九州ビル5F 

株式会社Workthy 

代表取締役 井本 憲史 

2 指定期間 

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 

3 指定した日 

 令和8年4月1日 

（令和8年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 180号 

 地方自治法（昭和22年法律第 67号）第243条の2第1項の規定により、次のとおり指定公金事務取扱者を指定し

たので、奈良市会計規則（昭和 40年奈良市規則第1号）第 22条の3第2項の規定により告示する。 

 令和8年4月1日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定公金事務取扱者・指定公金事務取扱者に委託する公金事務にかかる歳入等の種類 

指定公金事務取扱者 
指定公金事務取扱者に委託する 

公金事務にかかる歳入等の種類 

奈良県橿原市城殿町459大和平野土地改良区内 

公益社団法人 奈良県獣医師会 

会長 𠮷岡 豊 

狂犬病予防注射済票交付手数料 

2 指定をした日及び委託をした日 

指定をした日：令和8年4月 1日 

委託をした日：令和8年4月 1日 

3 指定公金事務取扱者に歳入等の徴収又は収納の事務を委託する期間 

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 

（令和8年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 181号 

予防接種法 (昭和23年法律第 68号) 第5条の規定による予防接種を行うので､ 予防接種法施行令 (昭和23年政

令第197号) 第5条の規定により､ 次のとおり公告する｡  

令和8年4月1日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 予防接種の種類､ 予防接種の対象者の範囲並びに予防接種を行う期間及び場所  

予防接種の種類  予防接種の対象者の範囲  予防接種を行う期間  予防接種を行う場所  

ジフテリア・百日せき・

ポリオ・破傷風・ヒブ感

生後 2か月から生後 90か

月に至るまでの間にある

令和 8年 4月 1日から令和

9年3月31日まで 

別紙1のとおり 
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染症（5種混合）、ジフテ

リア・百日せき・破傷風 

（3種混合） 

者 

ヒブ感染症 生後 2か月から生後 60か

月に至るまでの間にある

者 

ポリオ 生後 2か月から生後 90か

月に至るまでの間にある

者 

ジフテリア・破傷風（二

種混合） 

11歳以上13歳未満の者 

麻しん・風しん（MR）､麻

しん又は風しん  

1 生後 12 か月から生後

24 か月に至るまでの間

にある者  

2 5 歳以上 7 歳未満の者

であって、小学校就学の

始期に達する日の 1 年

前の日から当該始期に

達する日の前日までの

間にある者 

日本脳炎 1 生後6か月から生後90

か月に至るまでの間に

ある者  

2 9歳以上13歳未満の者  

<特例> 

・平成7年4月2日から平

成 19年 4月 1日に生ま

れた20歳未満の者 

 

結核（BCG） 1歳に至るまでの間にある

者 

小児肺炎球菌感染症  生後 2か月から生後 60か

月に至るまでの間にある

者  

ヒトパピローマウイルス

感染症  

12 歳となる日の属する年

度の初日から 16 歳となる

日の属する年度の末日ま

での間にある女子 

水痘  生後12か月から生後36か

月に至るまでの間にある

者  

B型肝炎  1歳に至るまでの間にある

者  

ロタウイルス感染症 <経口弱毒性ヒトロタウイ

ルスワクチン>出生 6 週 0

日後から出生 24週 0日後

までの間にある者 

<五価経口弱毒性ロタウイ
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ルスワクチン>出生 6 週 0

日後から出生 32週 0日後

までの間にある者 

成人用肺炎球菌感染症 65歳の者及び60歳以上65

歳未満の者であって心臓､ 

腎臓若しくは呼吸器の機

能の障害を有するもの及

びヒト免疫不全ウイルス

により免疫の機能に日常

生活がほとんど不可能な

程度の障害を有するもの

として厚生労働省令で定

める者 

別紙2のとおり 

帯状疱疹 年度年齢65歳の者及び60

歳以上 65 歳未満の者であ

ってヒト免疫不全ウイル

スによる免疫の機能の障

害を有するものとして厚

生労働省令で定める者  

<経過措置対象者>年度年

齢 70、75、80、85、90、95、

100歳の者 

RSウイルス感染症 妊娠28週0日～36週6日

の妊婦 

 別紙3のとおり 

2 接種不適当者  

(1) 明らかな発熱（37.5度以上）を呈している者  

(2) 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者  

(3) 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によって､ アナフィラキシー（即時型アレルギーのなかで最も迅速な

過敏反応）を呈したことがあることが明らかな者  

(4) 麻しん及び風しんに係る予防接種の対象者にあっては､ 妊娠していることが明らかな者  

(5) BCG接種の対象者にあっては､ 結核その他の疾病の予防接種､ 外傷等によるケロイドの認められる者  

(6) B型肝炎に係る予防接種の対象者にあっては､ HBs抗原陽性の者の胎内又は産道において B型肝炎ウイルスに

感染したおそれのある者であって､ 抗 HBs人免疫グロブリンの投与に併せて組換え沈降 B型肝炎ワクチンの投

与を受けたことのある者  

(7) ロタウイルス感染症に係る予防接種の対象者にあっては、腸重積症の既往歴のあることが明らかな者、先天性

消化管障害を有する者（その治療が完了したものを除く。）及び重症複合免疫不全症の所見が認められる者 

(8) 肺炎球菌感染症（高齢者がかかるものに限る｡）及び帯状疱疹に係る予防接種の対象者にあっては､ 当該疾病

にかかる予防接種法第5条第1項に規定する予防接種を受けたことのある者  

（9）帯状疱疹に係る予防接種の対象者であって乾燥弱毒生水痘ワクチンの接種を希望する場合にあっては、先天及

び後天性免疫不全又は免疫抑制状態の者 

(10)前各号に掲げる者のほか､ 予防接種を行うことが不適当な状態にある者  

3 接種要注意者  

(1) 心臓血管系疾患､ 腎臓疾患､ 肝臓疾患､ 血液疾患､ 発育障害等の基礎疾患を有する者  

(2) 予防接種で接種後 2 日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがあ

る者  

(3) 過去にけいれんの既往のある者  

(4) 過去に免疫不全の診断がなされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる者  
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(5) 接種しようとする接種液の成分に対してアレルギーを呈するおそれのある者 

(6) バイアルのゴム栓に乾燥天然ゴム（ラテックス）が含まれている製剤を使用する場合にあっては、ラテックス

過敏症のある者 

(7) BCGの予防接種にあっては､ 過去に結核患者との長期の接触がある者その他の結核感染の疑いのある者  

(8) ロタウイルス感染症の予防接種にあっては､ 活動性胃腸疾患、下痢等の胃腸障害のある者 

(9) RS ウイルス感染症の予防接種にあっては､ 妊娠高血圧症候群の罹患歴がある者又は発症リスクが高いと考え

られる者 

4 料金  

(1) 成人用肺炎球菌感染症予防接種については､ 自己負担金 3,000円  

(2) 帯状疱疹予防接種の自己負担金については、以下のとおり 

乾燥弱毒生水痘ワクチン：4,000円 

乾燥組換え帯状疱疹ワクチン：11,000円（接種1回あたり） 

(3) それ以外の予防接種については､ 無料  

(4) 接種当日に､ 奈良市に住民登録がない者又は予防接種の対象者の範囲に含まれない者は、有料（全額負担） 

(5) 第1号及び第2号の予防接種について、接種を受ける者が生活保護又は中国残留邦人等支援給付の受給世帯に

属する者である場合は､事前に保護受給証明書又は中国残留邦人等支援給付に係る証明書の交付を受け、接種当

日、医療機関に持参することで無料 

5 長期療養者 

長期にわたり療養を必要とする疾病で､ 厚生労働省令で定めるものにかかったこと､ その他の厚生労働省令で定

める特別の事情があることにより、ロタウイルス感染症を除く当該特定疾病に係る予防接種法第5条第1項に規定す

る予防接種を受けることができなくなったと認められる者については､ 当該特別の事情がなくなった日から起算し

て2年､ 成人用肺炎球菌感染症及び帯状疱疹については 1年を経過する日までの間（厚生労働省令で定める特定疾病

にあっては､ 厚生労働省令で定める年齢に達するまでの間にある場合に限る｡）､当該特定疾病に係る同項の政令で定

める者とすること｡（予防接種法施行令第3条第2項関係） 

6 その他  

不明な点については､ 健康医療部健康増進課に問い合わせること｡  
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（令和8年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 182号 

 地方自治法（昭和22年法律第 67号）第243条の2第1項の規定により、次のとおり指定公金事務取扱者を指定し

たので、奈良市会計規則（昭和 40年奈良市規則第1号）第 22条の3第2項の規定により告示する。 

 令和8年4月1日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定公金事務取扱者・指定公金事務取扱者に委託する公金事務にかかる歳入等の種類 

指定公金事務取扱者 
指定公金事務取扱者に委託する 

公金事務にかかる歳入等の種類 

奈良市杉ヶ町23番地 

公益財団法人奈良市生涯学習財団 

理事長 西谷 忠雄 

 

奈良市男女共同参画センター施設使用料 

2 指定をした日及び委託をした日 

指定をした日：令和8年4月 1日 

委託をした日：令和8年4月 1日 

3 指定公金事務取扱者に歳入等の徴収又は収納の事務を委託する期間 

令和8年4月1日から令和11年3月31日まで 

（令和8年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 183号 

 地方自治法（昭和22年法律第 67号）第243条の2第1項の規定により、次のとおり指定公金事務取扱者を指定し

たので、奈良市会計規則（昭和 40年奈良市規則第1号）第 22条の3第2項の規定により告示する。 

 令和8年4月1日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定公金事務取扱者・指定公金事務取扱者に委託する公金事務にかかる歳入等の種類 

指定公金事務取扱者 
指定公金事務取扱者に委託する 

公金事務にかかる歳入等の種類 

奈良市二条町二丁目9番2号 

一般社団法人奈良市歯科医師会 

会長 横井 理 

休日歯科応急診療所診療報酬（休日歯科応急診療所使用料） 

2 指定をした日及び委託をした日 

指定をした日：令和8年4月 1日 

委託をした日：令和8年4月 1日 

3 指定公金事務取扱者に歳入等の徴収又は収納の事務を委託する期間 

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 

（令和8年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 184号 

 地方自治法（昭和22年法律第 67号）第231条の2の3第1項の規定により、指定納付受託者を指定し、奈良市会

計規則（昭和 40年奈良市規則第 1号）第22条の2第2項の規定により告示する. 

 令和8年4月1日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

指定納付受託者の名

称、住所又は事務所の

所在地 

東京都文京区本郷 3丁目33番5号 

三菱 UFJニコス株式会社 

代表取締役 角田 典彦 

指定をした日 令和 8年4月1日 
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納付を委託すること

ができる歳入の種類 

市県民税・固定資産税・都市計画税・軽自動車税・国民健康保険料（普通徴収分）・後

期高齢者医療保険料（普通徴収分）・介護保険料（普通徴収分）・保育料・保育実費（給

食費・延長保育利用料・一時預かり利用料・災害共済掛金） 

指定納付受託者が提

携しているコンビニ

エンスストア及び決

済事業者 

東京都千代田区二番町 8番地8 

株式会社セブン-イレブン・ジャパン 

代表取締役社長 阿久津 知洋 

東京都品川区大崎一丁目 11番2号ゲートシティ大崎イーストタワー 

株式会社ローソン 

代表取締役社長 竹増 貞信 

東京都港区芝浦三丁目 1番21号 

株式会社ファミリーマート 

代表取締役社長 小谷 建夫 

千葉県千葉市美浜区中瀬 1-5-1 

ミニストップ株式会社 

代表取締役社長 堀田 昌嗣 

東京都千代田区岩本町 3-10-1 

山崎製パン株式会社 

代表取締役社長 飯島 延浩 

東京都港区港南 1丁目8番27号日新ビル 12階 

株式会社しんきん情報サービス 

代表取締役社長 飯吉 真 

広島県広島市安佐北区安佐町大字久地 665-1 

株式会社ポプラ 

代表取締役社長 岡田 礼信 

北海道札幌市中央区南 9条西5丁目421番地 

株式会社セコマ 

代表取締役社長 赤尾 洋昭 

 

 

東京都千代田区内幸町 1-2-2日比谷ダイビル 13階 

ビリングシステム株式会社 

代表取締役 石塚 昭浩 

東京都千代田区紀尾井町 1-3 

PayPay株式会社 

代表取締役社長執行役員 CEO 中山 一郎 

東京都港区芝浦 3-1-21msb Tamachi田町ステーションタワーS 

株式会社ファミマデジタルワン 

代表取締役社長 村井 律夫 

東京都港区高輪 2丁目21番1号 THE LINKPILLAR 1 NORTH 

KDDI株式会社 

代表取締役社長 CEO 松田 浩路 

東京都千代田区永田町 2丁目11番1号山王パークタワー 

株式会社 NTTドコモ 

代表取締役社長 前田 義晃 

委託期間 令和 8年4月1日から令和9年3月31日までとする。 

（令和8年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 185号 

 奈良市七条コミュニティスポーツ会館の指定管理者を指定したので、奈良市公の施設における指定管理者の指定の



令和 8 年 5 月 1 日 

（金曜日） 奈 良 市 公 報 第 167 号 

－ 30 － 

手続等に関する条例（平成17年奈良市条例第85号）第4条第3項の規定により次のとおり告示します。 

令和8年4月1日 

奈良市長 仲 川 元 庸      

1 指定管理者を指定する公の施設 

 奈良市七条一丁目2番1号 

奈良市七条コミュニティスポーツ会館 

2 指定管理者の所在地及び名称 

奈良市七条一丁目12番19-1号 

七条地区自治連合会 

会長 舛野 緑郎 

3 指定管理者の指定の期間 

令和8年4月1日から令和13年3月31日まで 

4 指定管理者が行う業務の範囲 

(1) 奈良市七条コミュニティスポーツ会館の使用承認及び使用制限に関すること。 

(2) 奈良市七条コミュニティスポーツ会館の施設及び設備の維持管理に関すること。 

(3) その他市長が定めること。 

（令和8年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 186号 

 公の施設の指定管理者を指定したので、奈良市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成 17

年奈良市条例第 85号）第4条第 3項の規定により次のとおり告示します。 

 令和8年4月1日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定管理者を指定する公の施設 

 奈良市川上町418番地の1 

 奈良市北人権・コミュニティセンター 

2 指定管理者の所在地及び名称 

 奈良市東之阪町73番地 

 東之阪町自治会 

 会長 藤井 真聖 

3 指定管理者の指定の期間 

 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで 

4 指定管理者が行う業務の範囲 

(1) 奈良市人権・コミュニティセンター条例（令和6年奈良市条例第 40号）第3条に規定する事業の実施に関す

ること。 

(2) 奈良市北人権・コミュニティセンターの使用承認及び使用制限に関すること。 

(3) 奈良市北人権・コミュニティセンターの施設及び附属設備の維持管理に関すること。 

(4) その他市長が定めること。 

（令和8年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 187号 

 大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画）道路を変更するため、都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第

21条第2項において準用する同法第 17条第1項の規定により次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に

供する。 

 令和8年4月2日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 変更に係る都市計画の種類及び名称 

大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画）道路 3.3.101号 平城2号線 
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2 変更に係る都市計画を定める土地の区域 

奈良市右京一丁目及び歌姫町 

3 変更に係る都市計画の案の縦覧場所 

奈良市二条大路南一丁目1番 1号 

奈良市役所 都市整備部 都市計画課（ホームページにも掲載） 

4 縦覧期間 

 令和8年4月2日から令和8年4月16日まで 

 （土曜日、日曜日、祝日を除く午前 9時から午後5時まで） 

5 意見書の提出要領 

この都市計画の案について意見書を提出しようとする者は、本案についての意見の要旨及びその理由を具体的に記

載し、住所、氏名及び連絡先を併記した文書 1通を市長宛とし、都市整備部都市計画課に令和 8年 4月 16日午後 5

時までに必着するように提出しなければならない。 

（令和8年4月2日掲示済） 

 

奈良市告示第 188号 

介護保険法（平成 9年法律第 123号）第 75条第 2項及び第 115条の 5第 2項の規定により、指定居宅サービス事

業者及び指定介護予防サービス事業者を廃止したので、同法第78条第2号及び第115条の 10第2号の規定により公

示する。 

令和8年4月2日 

                                奈良市長 仲 川 元 庸    

1 廃止年月日 令和8年3月 16日 

事業所番号 
サービスの

種類 

事業者 事業所 

法人名 法人所在地 名称 住所 

2970108383 訪問介護 
有限会社ナイスケ

アサポート 

奈良県奈良市中山

町1324番地1 
ナイスハート「桜」 

奈良県奈良市中山

町1324番地1 

2 廃止年月日 令和8年3月 31日 

事業所番号 
サービスの

種類 

事業者 事業所 

法人名 法人所在地 名称 住所 

2971100041 通所介護 
社会福祉法人広瀬

福祉会 

奈良県奈良市月ヶ

瀬尾山 817番地5 

香梅苑通所介護事

業所 

奈良県奈良市月ヶ

瀬尾山817番地5 

2970103954 訪問介護 株式会社カーム 
奈良県奈良市菅原

東一丁目 9番7号 

カームヘルパース

テーション 

奈良県奈良市菅原

東一丁目9番7号 

2970100760 通所介護 
社会福祉法人なら

のは 

奈良県奈良市神功

四丁目 25番地の9 

社会福祉法人なら

のは 

奈良県奈良市神功

四丁目25番地の9 

2960199319 

（介護予

防）訪問看

護 

株式会社ルピナス 

大阪府泉南郡熊取

町小谷北一丁目 18

番32号 

訪問看護ステーシ

ョンLily 

奈良県奈良市佐保

台西町47-3 

2970108276 訪問介護 
株式会社ニチイ学

館 

東京都千代田区神

田駿河台四丁目 6

番地 

ニチイケアセンタ

ー新大宮 

奈良県奈良市大宮

町六丁目7-7MC新

大宮ビル105号室 

2970102410 訪問介護 
株式会社ベネッセ

スタイルケア 

東京都新宿区西新

宿二丁目 3番1号

新宿モノリスビル 

グランダあやめ池

ケアステーション 

奈良県奈良市あや

め池南二丁目1番

44号 

2970190365 訪問介護 合同会社M-STYLE 
奈良県奈良市古市

町295番地1 

訪問介護ステーシ

ョンイエローラヴ

ィット 

奈良県奈良市大森

町24番地1メゾ

ンアンテルナ奈良

512号室 
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2970105629 通所介護 
一般財団法人沢井

病院 

奈良県奈良市船橋

町8番地 

一般財団法人沢井

病院デイサービス

センター 

奈良県奈良市法蓮

町602-1 

（令和8年4月2日掲示済） 

 

奈良市告示第 189号 

介護保険法（平成 9年法律第 123号）第 82条第 2項の規定により、指定居宅介護支援事業者を廃止したので、同

法第85条第2号の規定により公示する。 

令和8年4月2日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 廃止年月日 令和8年3月 31日 

事業所番号 
サービスの

種類 

事業者 事業所 

法人名 法人所在地 名称 住所 

2970104333 
居宅介護支

援 

社会福祉法人楽慈

会 

奈良県奈良市南京

終町13番地の4 

居宅介護支援セン

ターさぽーとらく

じ苑 

奈良県奈良市八条

五丁目437-11 

2970103962 
居宅介護支

援 
株式会社カーム 

奈良県奈良市菅原

東一丁目 9番7号 

カームケアプラン

センター 

奈良県奈良市菅原

東一丁目9番7号 

2970106460 
居宅介護支

援 

社会福祉法人なら

やま会 

奈良県奈良市奈良

阪町2532番地の3 

居宅介護支援事業

所光の桜 

奈良県奈良市石木

町715-1 

（令和8年4月2日掲示済） 

 

奈良市告示第 190号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 260条の 2第 11項の規定により大慈仙町自治会から告示した事項の変更

の届出があったので、同条第 10項の規定により次のとおり告示する。 

 令和8年4月3日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 変更があった事項及びその内容 

変 更 事 項 変  更  前 変  更  後 

代表者の氏名 

及 び 住 所 

南 幹夫 

奈良市大慈仙町 476番地の 1 

坊 真一郎 

奈良市大慈仙町 705番地 

2 変更の年月日 

 令和 8年 4月 1日 

（令和8年4月3日掲示済） 

 

奈良市告示第 191号 

 地方自治法（昭和22年法律第 67号）第243条の2第1項の規定により、次のとおり指定公金事務取扱者を指定し

たので、奈良市会計規則（昭和 40年奈良市規則第1号）第 22条の3第2項の規定により告示する。 

 令和8年4月6日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定公金事務取扱者・指定公金事務取扱者に委託する公金事務にかかる歳入等の種類 

指定公金事務取扱者 
指定公金事務取扱者に委託する 

公金事務にかかる歳入等の種類 

奈良市八条一丁目790-1 

公益社団法人奈良市シルバー人材センター 

理事長 堀内 昭夫 

放置自転車等移動手数料 

放置自転車等保管手数料 

2 指定をした日及び委託をした日 
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指定をした日：令和8年4月 1日 

委託をした日：令和8年4月 1日 

3 指定公金事務取扱者に歳入等の徴収又は収納の事務を委託する期間 

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 

（令和8年4月6日掲示済） 

 

奈良市告示第 192号 

 地方自治法（昭和22年法律第 67号）第243条の2第1項の規定により、次のとおり指定公金事務取扱者を指定し

たので、奈良市会計規則（昭和 40年奈良市規則第1号）第 22条の3第2項の規定により告示する。 

 令和8年4月6日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定公金事務取扱者・指定公金事務取扱者に委託する公金事務にかかる歳入等の種類 

指定公金事務取扱者 
指定公金事務取扱者に委託する 

公金事務にかかる歳入等の種類 

東京都中央区日本橋本石町四丁目 6番7号 

公益財団法人自転車駐車場整備センター 

理事長 樺島 徹  

奈良市中筋自転車駐車場使用料 

2 指定をした日及び委託をした日 

指定をした日：令和8年4月 1日 

委託をした日：令和8年4月 1日 

3 指定公金事務取扱者に歳入等の徴収又は収納の事務を委託する期間 

令和8年4月1日から令和8年5月31日まで 

（令和8年4月6日掲示済） 

 

奈良市告示第 193号 

 地方自治法（昭和22年法律第 67号）第243条の2第1項の規定により、次のとおり指定公金事務取扱者を指定し

たので、奈良市会計規則（昭和 40年奈良市規則第1号）第 22条の3第2項の規定により告示する。 

 令和8年4月7日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定公金事務取扱者・指定公金事務取扱者に委託する公金事務にかかる歳入等の種類 

指定公金事務取扱者 
指定公金事務取扱者に委託する 

公金事務にかかる歳入等の種類 

東京都千代田区一番町25番地 

地方公共団体情報システム機構 

理事長 椎橋 章夫 

戸籍謄抄本等交付手数料 

戸籍の附票の写し交付手数料 

住民票の写し又は住民票記載事項証明書交付手数料 

印鑑登録証明書交付手数料 

市税賦税証明手数料 

2 指定をした日及び委託をした日 

指定をした日：令和8年4月 1日 

委託をした日：令和8年4月 1日 

3 指定公金事務取扱者に歳入等の徴収又は収納の事務を委託する期間 

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 

（令和8年4月7日掲示済） 

 

奈良市告示第 194号 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137号）第 6条第 1項の規定により、令和 8年度の一般廃

棄物処理実施計画を定めたので、奈良市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（昭和 48年奈良市条例第35号）第7条
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第1項の規定により、別紙のとおり告示する。 

 令和8年4月7日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  
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奈良市告示第 195号 

 地方自治法（昭和22年法律第 67号）第243条の2第1項の規定により、次のとおり指定公金事務取扱者を指定し

たので、奈良市会計規則（昭和 40年奈良市規則第1号）第 22条の3第2項の規定により告示する。 

 令和8年4月7日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定公金事務取扱者・指定公金事務取扱者に委託する公金事務にかかる歳入等の種類 

指定公金事務取扱者 
指定公金事務取扱者に委託する 

公金事務にかかる歳入等の種類 

奈良市二条町二丁目9番2号 

一般社団法人奈良市歯科医師会 

会長 横井 理 

みどりの家歯科診療所診療使用料 

2 指定をした日及び委託をした日 

指定をした日：令和8年4月 1日 

委託をした日：令和8年4月 1日 

3 指定公金事務取扱者に歳入等の徴収又は収納の事務を委託する期間 

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 

（令和8年4月7日掲示済） 

 

奈良市告示第 196号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 260条の 2第 11項の規定により都 吐山町小川口垣内から告示した事項

の変更の届出があったので、同条第 10項の規定により次のとおり告示する。 

 令和8年4月8日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 変更があった事項及びその内容 

変 更 事 項 変  更  前 変  更  後 

代表者の氏名 

及 び 住 所 

谷川 正明 

奈良市都祁󠄀吐山町 3269番地 

山口 秀樹 

 奈良市都 吐山町 3335番地 

2 変更の年月日 

 令和 8年 4月 1日 

（令和8年4月8日掲示済） 

 

奈良市告示第 197号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 260条の 2第 11項の規定により六条緑町二丁目自治会から告示した事項

の変更の届出があったので、同条第 10項の規定により次のとおり告示する。 

 令和8年4月8日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 変更があった事項及びその内容 

 1回目 

変 更 事 項 変  更  前 変  更  後 

代表者の氏名 

及 び 住 所 

中嶋 道子 

奈良市六条緑町二丁目 16番 13号 

今村 里美 

奈良市六条緑町二丁目 9番 24号 

 2回目 

変 更 事 項 変  更  前 変  更  後 

代表者の氏名 

及 び 住 所 

今村 里美 

奈良市六条緑町二丁目 9番 24号 

坂野 正弥 

奈良市六条緑町二丁目 1番 27号 

2 変更の年月日 
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 1回目 令和 7年 4月 1日 

 2回目 令和 8年 3月 15日 

（令和8年4月8日掲示済） 

 

奈良市告示第 198号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 260条の 2第 11項の規定により横田町自治会から告示した事項の変更の

届出があったので、同条第10項の規定により次のとおり告示する。 

 令和8年4月8日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 変更があった事項及びその内容 

変 更 事 項 変  更  前 変  更  後 

代表者の氏名 

及 び 住 所 

中谷 利文 

奈良市横田町 104番地 

北森 雅人 

 奈良市横田町 433番地 

2 変更の年月日 

 令和 8年 3月 15日 

（令和8年4月8日掲示済） 

 

奈良市告示第 199号 

介護保険法（平成9年法律第 123号）第41条第1項及び第 53条第1項の規定により、指定居宅サービス事業者及

び指定介護予防サービス事業者を指定したので、同法第 78 条第 1号及び第 115条の 10 第 1号の規定により公示す

る。 

令和8年4月9日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定年月日 令和8年4月 1日 

事業所番号 
サービスの

種類 

事業者 事業所 

名称 住所 名称 住所 

2970191348 訪問介護 合同会社すてっぷ 
奈良県奈良市平松

五丁目 27番8号 
すてっぷ 

奈良県奈良市平松

五丁目27番8号 

2970191355 訪問介護 株式会社今西建商 
奈良県奈良市都

友田町 1459番地 

訪問介護ステーシ

ョンみもざ 

奈良県奈良市都

友田町1463-1番地 

2960199517 

（介護予

防）訪問看

護 

株式会社I.Land 

大阪府東大阪市島

之内二丁目 5番 39

号 

訪問看護ステーシ

ョンMIYAB 

奈良県奈良市芝

町 508 リバーサホ

萬302号室 

2970191389 訪問介護 
株式会社ベネッセ

スタイルケア 

東京都新宿区西新

宿二丁目 3 番 1 号

新宿モノリスビル 

グランダあやめ池

駅前ケアステーシ

ョン 

奈良県奈良市あや

め池南二丁目 1 番

44号 

2960199525 

（介護予

防）訪問看

護 

株式会社ai 
奈良県奈良市東九

条町292番地の1 

訪問看護ステーシ

ョンつばき 

奈良県奈良市東九

条町 292 番地の 1

ユニティ奈良 2 番

館1階 

（令和8年4月9日掲示済） 

 

奈良市告示第 200号 

介護保険法（平成 9年法律第 123号）第 42条の 2第 1項の規定により、指定地域密着型サービス事業者を指定し

たので、同法第 78条の11第1号の規定により公示する。 

令和8年4月9日 

奈良市長 仲 川 元 庸  
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1 指定年月日 令和8年4月 1日 

事業所番号 
サービスの

種類 

事業者 事業所 

名称 住所 名称 住所 

2990190320 

小規模多機

能型居宅介

護 

かさね株式会社 
大阪府堺市南区鴨

谷台二丁 5番1号 

小規模多機能型居

宅介護かさね宝来 

奈良県奈良市宝来

町1110番地の1 

（令和8年4月9日掲示済） 

 

奈良市告示第 201号 

介護保険法（平成 9年法律第 123号）第 46条第 1項の規定により、指定居宅介護支援事業者を指定したので、同

法第85条第1号の規定により公示する。 

令和8年4月9日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定年月日 令和8年4月 1日 

事業所番号 
サービスの

種類 

事業者 事業所 

名称 住所 名称 住所 

2970191363 
居宅介護支

援 
合同会社福ちゃん 

奈良県奈良市富雄

北三丁目 9-15 

二福ケアプランセ

ンター 

奈良県奈良市富雄

北三丁目5-11 

2970191371 
居宅介護支

援 

合同会社ハートソ

ーレ 

奈良県奈良市朱雀

一丁目 3-6 シティ

タウン朱雀 J-2 

ソーレケアプラン

センター 

奈良県奈良市朱雀

一丁目 3-6 シティ

タウン朱雀J-2 

（令和8年4月9日掲示済） 

 

奈良市告示第 202号 

介護保険法（平成 9年法律第 123号）第 58条第 1項の規定により、指定介護予防支援事業者を指定したので、同

法第115条の30第1号の規定により公示する。 

令和8年4月9日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定年月日 令和8年4月 1日 

事業所番号 
サービスの

種類 

事業者 事業所 

名称 住所 名称 住所 

2970190332 
介護予防支

援 
株式会社優日 

奈良県奈良市肘塚

町149-26 

ケアプランセンタ

ー優日 

奈良県奈良市北京

終町27-2タイエイ

ビル202号 

（令和8年4月9日掲示済） 

 

奈良市告示第 203号 

 奈良市住居表示に関する条例（昭和42年奈良市条例第21号）第3条の規定により、次のとおり、住居番号を設定

したので、同条第 4項の規定により告示する。 

 令和8年4月10日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

住居番号をつけた建造物の表示 

南登美ヶ丘24番5号 北登美ヶ丘四丁目 15番23号 西登美ヶ丘一丁目 10番23号 

帝塚山三丁目7番12号 南登美ヶ丘10番1-室番号 藤ノ木台二丁目 26番4-4号 

三条桧町28番3号 四条大路二丁目3番33-2-室番号 帝塚山南二丁目 6番4号 

藤ノ木台三丁目4番22号 五条畑一丁目18番1号 松陽台二丁目 14番16号 

西大寺国見町一丁目6番1-2号 学園緑ヶ丘二丁目 12番28号 登美ヶ丘三丁目 15番16-1号 
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帝塚山三丁目6番19号 学園緑ヶ丘二丁目 12番27号  

帝塚山三丁目6番18号 東登美ヶ丘二丁目 12番3号  

西大寺小坊町6番25-1号 六条西二丁目15番12号  

四条大路一丁目14番35号 東紀寺町二丁目4番20-2号  

学園南一丁目9番15号 あやめ池一丁目10番10号  

西大寺本町7番2-5号 北登美ヶ丘二丁目 5番28号  

六条一丁目3番12-室番号 あやめ池南六丁目 4番31号  

あやめ池北三丁目3番13-2号 松陽台二丁目19番13号  

富雄北一丁目12番28-3-室番号 西登美ヶ丘五丁目 7番15号  

西大寺東町一丁目1番4-室番号 六条西二丁目3番3号  

二条町一丁目3番7-1号 菅野台16番35号  

六条西六丁目7番8号 西登美ヶ丘三丁目 13番3号  

三松二丁目2番15号 西登美ヶ丘四丁目 8番13号  

北登美ヶ丘四丁目4番25号 松陽台四丁目5番2号  

（令和 8年4月10日掲示済） 

 

奈良市告示第 204号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 260条の 2第 11項の規定により秋篠早月町第一自治会から告示した事項

の変更の届出があったので、同条第 10項の規定により次のとおり告示する。 

 令和8年4月13日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 変更があった事項及びその内容 

変 更 事 項 変  更  前 変  更  後 

代表者の氏名 

及 び 住 所 

藤井 正幸 

奈良市秋篠早月町 6番 28号 

有馬 雅規 

奈良市秋篠早月町 4番 21号 

2 変更の年月日 

 令和 8年 3月 22日 

（令和 8年4月13日掲示済） 

 

奈良市告示第 205号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 260条の 2第 11項の規定により奈保町自治会から告示した事項の変更の

届出があったので、同条第10項の規定により次のとおり告示する。 

 令和8年4月13日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 変更があった事項及びその内容 

変 更 事 項 変  更  前 変  更  後 

代表者の氏名 

及 び 住 所 

豊田 基城 

奈良市奈保町 14番 1号 

山岡 章宏 

奈良市奈保町 17番 22号 

2 変更の年月日 

 令和 8年 2月 11日 

（令和 8年4月13日掲示済） 

 

奈良市告示第 206号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 260条の 2第 11項の規定により和田町自治会から告示した事項の変更の

届出があったので、同条第10項の規定により次のとおり告示する。 

 令和8年4月13日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  
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1 変更があった事項及びその内容 

変 更 事 項 変  更  前 変  更  後 

代表者の氏名 

及 び 住 所 

稲葉 文明 

奈良市和田町 161番地 

大谷 潤一 

奈良市和田町 49番地 

2 変更の年月日 

 令和 8年 4月 1日 

（令和 8年4月13日掲示済） 

 

奈良市告示第 207号 

 次に掲げる事業者を指定したため告示する。 

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17年法律第 123号）第29条第1項に規

定する指定障害福祉サービス事業者の指定 

(2) 児童福祉法（昭和22年法律第 164号）第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者の指定 

令和8年4月13日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

(1) 指定年月日 令和8年2月1日（指定障害福祉サービス） 

事業所番号 
事業者 事業所 サービス 

種類 

指定 

有効期限 名称 住所 名称 住所 

2910104674 
一般社団法人

空 

奈良県奈良市

角振新屋町8

番地 

ワークラボ 

クウ（空） 

奈良県奈良市

神殿町406-9 

就労継続支

援Ａ型 

令和14年

1月31日 

2920100811 
一般社団法人

WOODMOOR 

奈良県天理市

別所町241-4

番 

ニンジン 

奈良県奈良市

あやめ池北三

丁目1-12-2 

共同生活援

助 

令和14年

1月31日 

(2) 指定年月日 令和8年2月1日（指定障害児通所支援） 

事業所番号 
事業者 事業所 サービス 

種類 

指定 

有効期限 名称 住所 名称 住所 

2950100566 株式会社AYUMO 

奈良県橿原市

内膳町二丁目8

番36号 

おみそチル 

奈良県奈良市

西登美ヶ丘二

丁目1-28 

児童発達支

援・放課後

等デイサー

ビス 

令和14年

1月31日 

（令和 8年4月13日掲示済） 

 

奈良市告示第 208号 

 次に掲げる事業者を指定したため告示する。 

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17年法律第 123号）第29条第1項に規

定する指定障害福祉サービス事業者の指定（更新） 

(2) 児童福祉法（昭和22年法律第 164号）第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者の指定

（更新） 

令和8年4月13日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

(1) 指定更新年月日 令和8年2月1日（指定障害福祉サービス） 

事業所番号 
事業者 事業所 サービス 

種類 

指定 

有効期限 名称 住所 名称 住所 

2910101035 
社会福祉法人

楽慈会 

奈良県奈良市

南京終町13-4 

訪問介護ステ

ーションらく

じ苑 

奈良県奈良市

南京終町19-1 

居宅介護・

重度訪問介

護 

令和14年

1月31日

まで 
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2910102132 
社会福祉法人

こまどり会 

奈良県奈良市

西ノ京町155

番地の1 

もみの木・く

るみ 

奈良県奈良市

七条一丁目13-

34 

短期入所 

令和14年

1月31日

まで 

2910102140 

特定非営利活

動法人Msねっ

と 

奈良県奈良市

法蓮町433番

地1グローリ

ー新大宮1階 

Msねっと 

奈良県奈良市

法蓮町433番

地1グローリ

ー新大宮1階 

就労継続支

援A型 

令和14年

1月31日

まで 

2910102926 
京奈商事合同

会社 

奈良県奈良市

東九条町771-3 

ライフサポー

ト風の谷 

奈良県奈良市

東九条町771-

32F 

生活介護 

令和14年

1月31日

まで 

2910103106 
ウェルビー株

式会社 

東京都中央区

銀座二丁目3

番6号 

ウェルビー奈

良センター・

就労定着支援

事業所ウェル

ビー奈良セン

ター 

奈良県奈良市

三条町487-1

小山ビルディ

ング3階 

就労移行支

援・就労定

着支援 

令和14年

1月31日

まで 

2910103122 
あをに工房株

式会社 

奈良県奈良市

大宮町五丁目3

番14号不動ビ

ル406号 

ディーキャリ

ア奈良オフィ

ス 

奈良県奈良市

大寺栄町3-27

泉谷ビル3階

305号 

就労移行支

援・就労定

着支援 

令和14年

1月31日

まで 

2910103130 
株式会社アイ

マックス 

奈良県奈良市

大宮町二丁目4

番43号秋永大

宮ビル2階 

あいはうす大

宮 

奈良県奈良市

大宮町二丁目4

番43号秋永大

宮ビル2階 

就労継続支

援B型 

令和14年

1月31日

まで 

2920100043 
社会福祉法人

こまどり会 

奈良県奈良市

西ノ京町155

番地の1 

もみの木・く

るみ 

奈良県奈良市

七条一丁目13-

34 

共同生活援

助 

令和14年

1月31日

まで 

(2) 指定更新年月日 令和8年2月1日（指定障害児通所支援） 

事業所番号 
事業者 事業所 サービス 

種類 

指定 

有効期限 名称 住所 名称 住所 

2950170387 
京奈商事合同

会社 

奈良県奈良市

東九条町771-3 

アフタースク

ール風の谷 

奈良県奈良市

東九条町771-3 

放課後等デ

イサービス 

令和14年

1月31日 

（令和 8年4月13日掲示済） 

 

奈良市告示第 209号 

 次に掲げる事業者を廃止したため告示する。 

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17年法律第 123号）第29条第1項に規

定する指定障害福祉サービス事業者の廃止 

令和8年4月13日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

(1) 廃止年月日 令和8年2月28日（指定障害福祉サービス） 

事業所番号 
事業者 事業所 サービス 

種類 名称 住所 名称 住所 

2910100599 有限会社天与 

奈良県奈良市三碓

六丁目10番26号

エクセター帝塚山

203号 

ヘルパーステーシ

ョンチーム 

奈良県奈良市三碓

六丁目 10番26号

エクセター帝塚山

203号 

居宅介護・

重度訪問介

護・同行援

護 
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2910101084 
有限会社ふぁみり

ーえいど 

奈良県奈良市五条

西一丁目29-17 

有限会社ふぁみり

ーえいど 

奈良県奈良市五条

西一丁目 29-17 
居宅介護 

（令和 8年4月13日掲示済） 

 

奈良市告示第 210号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 252条の 36第 1項の規定により、次のとおり包括外部監査契約を締結し

たので、同条第 6項の規定により告示する。 

 令和8年4月14日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 包括外部監査契約の期間の始期 

令和8年4月1日 

2 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法 

 契約で定める基本費用の額並びに契約に定めるところにより算定した執務費用及び実費の額の合算した金額とす

る。 

3 包括外部監査契約の相手方の氏名及び住所 

 氏名 上田 美穂 

住所 大阪府豊中市寺内2丁目 14番1-904号 

4 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の支払方法 

 契約の定めるところによる。 

（令和 8年4月14日掲示済） 

 

公 営 企 業    

奈良市企業局告示第 22号 

 奈良市排水設備指定工事店の指定をしたので、奈良市排水設備指定工事店等に関する規程（平成 26 年奈良市企業

局管理規程第 4号）第10条の規定により、次のとおり公示する。 

 令和8年4月1日 

    奈良市公営企業管理者  増 田   聡  

名  称 代表者氏名 所 在 地 指 定 日 

株式会社ウエスギ工

建 

代表取締役 上杉 

伸也 
奈良県生駒市青山台 342番地68 令和8年3月18日 

（令和8年4月1日掲示済） 

 

奈良市企業局告示第 23号 

 公共下水道の供用及び下水の処理を開始するので、下水道法（昭和 33年法律第79号）第 9条の規定に基づき次の

とおり告示する。 

 なお、その関係図書は、令和 8年4月1日から2週間、奈良市企業局事業部下水道事業課において一般の縦覧に供

する。 

 令和8年4月1日 

奈良市公営企業管理者  増 田   聡  

 公共下水道の供用及び下水の処理を開始する年月日 

令和8年4月15日 

下水を排除及び下水を処理すべき区域 
排水施設

の位置 

排水施設の合流式

又は分流式の別 
終末処理場の位置及び名称 

あやめ池南二丁目1185-1他 ①  分流  

 

 

青野町二丁目208-1他 ②  分流 

押熊町2063-16他 ③  分流 
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西大寺北町四丁目878-1他、秋篠三和

町二丁目870-40他 
④  分流 

大和郡山市額田部南町 160 

奈良県浄化センター 

山陵町184 ⑤  分流 

押熊町499-1 ⑥  分流 

あやめ池南八丁目900-33 ⑦  分流 

位置図省略 

（令和8年4月1日掲示済） 

 

奈良市企業局告示第 24号 

 地方公営企業法（昭和27年法律第 292号）第33条の2において準用する地方自治法（昭和 22年法律第67号）第

243条の2第1項の規定により、次のとおり指定公金事務取扱者を指定したので、奈良市企業局公金徴収事務等委託

規程（平成 6年水道局管理規程第 11号）第4条の規定により告示する。 

 令和8年4月1日 

奈良市公営企業管理者  増 田   聡  

1 指定公金事務取扱者・指定公金事務取扱者に委託する公金事務にかかる収入等の種類 

指定公金事務取扱者 
指定公金事務取扱者に委託する 

公金事務にかかる収入等の種類 

大阪府大阪市淀川区西中島6丁目8番8号 

第一環境株式会社関西支店 

関西支店長 小川 正晃 

水道料金 

下水道使用料 

農業集落排水処理施設使用料 

給水再開手数料等 

2 指定をした日及び委託をした日 

指定をした日：令和8年3月 18日 

委託をした日：令和8年4月 1日 

3 指定公金事務取扱者に収入等の収納の事務を委託する期間 

令和8年4月1日から令和13年3月31日まで 

（令和8年4月1日掲示済） 

 

奈良市企業局告示第 25号 

 地方公営企業法（昭和27年法律第 292号）第33条の2において準用する地方自治法（昭和 22年法律第67号）第

243条の2第1項の規定により、次のとおり指定公金事務取扱者を指定したので、奈良市企業局公金徴収事務等委託

規程（平成 6年水道局管理規程第 11号）第4条の規定により告示する。 

 令和8年4月1日 

奈良市公営企業管理者  増 田   聡  

1 指定公金事務取扱者・指定公金事務取扱者に委託する公金事務にかかる収入等の種類 

指定公金事務取扱者 
指定公金事務取扱者に委託する 

公金事務にかかる収入等の種類 

岐阜県岐阜市日置江一丁目58番地 

株式会社電算システム 

代表取締役 高橋 譲太 

水道料金 

下水道使用料 

農業集落排水処理施設使用料 

2 指定をした日及び委託をした日 

指定をした日：令和8年2月 4日 

委託をした日：令和8年4月 1日 

3 指定公金事務取扱者に収入等の収納の事務を委託する期間 

令和8年4月1日から令和9年1月31日まで 

4 指定公金事務取扱者が提携している事業者の名称 

・株式会社セブン-イレブン・ジャパン 
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東京都千代田区二番町8番地 8 

・株式会社ローソン 

  東京都品川区大崎一丁目11番2号 

・株式会社ファミリーマート 

  東京都港区芝浦三丁目1番 21号 

・山崎製パン株式会社 

  東京都千代田区岩本町3-10-1 

・ミニストップ株式会社 

  千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 

・株式会社ポプラ 

  広島県広島市安佐北区安佐町大字久地 665-1 

・株式会社セイコーマート 

  北海道札幌市中央区南9条西 5丁目421番地 

・株式会社しんきん情報サービス 

  東京都港区港南1丁目8番 27号 

・ビリングシステム株式会社 

  東京都千代田区内幸町1-2-2 

・PayPay株式会社 

  東京都千代田区紀尾井町1-3 

・楽天銀行株式会社 

  東京都港区港南2-16-5 

・株式会社ゆうちょ銀行 

  東京都千代田区大手町二丁目 3番1号 

・KDDI株式会社 

  東京都港区高輪2丁目21番1号 

・株式会社みずほ銀行 

  東京都千代田区大手町1丁目 5番5号 

・株式会社 NTTドコモ 

  東京都千代田区永田町2丁目 11番1号 

・楽天ペイメント株式会社 

  東京都港区港南二丁目16番5号 

・イオンフィナンシャルサービス株式会社 

  東京都千代田区神田錦町3丁目22番地 

5 指定公金事務取扱者が提携している事業者との提携期間 

令和8年4月1日から令和9年1月31日まで 

（令和8年4月1日掲示済） 

 

奈良市企業局告示第 26号 

 地方公営企業法（昭和27年法律第 292号）第33条の2において準用する地方自治法（昭和 22年法律第67号）第

243条の2第1項の規定により、次のとおり指定公金事務取扱者を指定したので、奈良市企業局公金徴収事務等委託

規程（平成 6年水道局管理規程第 11号）第4条の規定により告示する。 

 令和8年4月1日 

奈良市公営企業管理者  増 田   聡  

1 指定公金事務取扱者・指定公金事務取扱者に委託する公金事務にかかる収入等の種類 

指定公金事務取扱者 
指定公金事務取扱者に委託する 

公金事務にかかる収入等の種類 

奈良市大宮町五丁目2番11号 

南都ビルサービス株式会社 

水道料金 

下水道使用料 
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代表取締役 中谷 尚央 農業集落排水処理施設使用料 

給水再開手数料等 

2 指定をした日及び委託をした日 

指定をした日：令和8年3月 25日 

委託をした日：令和8年4月 1日 

3 指定公金事務取扱者に収入等の収納の事務を委託する期間 

令和8年4月1日から令和8年5月31日まで 

（令和8年4月1日掲示済） 

 

選 挙 管 理 委 員 会 

奈良市選挙管理委員会告示第 23号 

 令和8年3月31日付けをもって本市選挙管理委員会委員阪田孝が退職したので、地方自治法（昭和 22年法律第67

号）第 182条第3項の規定により、次の者を本市選挙管理委員会委員に補欠しました。 

 令和8年4月1日 

奈良市選挙管理委員会    

委員長 植 田   茂  

住所 奈良市あやめ池南七丁目 848番地の22 

氏名 荒木 惠子 

（令和8年4月1日掲示済） 

 

農 業 委 員 会 

奈良市農業委員会告示第 4号 

 奈良市農業委員会令和8年4月農業委員会総会の会議を次のとおり招集しますので、奈良市農業委員会総会会議規

則（昭和32年奈良市農業委員会告示第 3号）第2条第1項の規定により告示します。 

 令和8年4月7日 

奈良市農業委員会長  巽   一 孝  

1 日時 

令和8年4月14日（火）午後 1時30分 

2 場所 

奈良市二条大路南一丁目1番 1号 奈良市役所 中央棟地下 B1会議室 

3 審議案件  

・法令等に基づく事務関係 

（1）農地法（昭和27年法律第 229号）第3条、第4条及び第 5条に関する許可申請及び届出について 

（2）農地中間管理事業の推進に関する法律（平成 25年法律第 101号）に基づく農用地利用集積等促進計画について 

（3）農地法第18条第1項の規定による許可申請について 

（4）農地法施行規則（昭和27年農林省令第79号）第29条第1号に該当する転用の届出について 

（5）農地法第18条第6項の規定による通知の受理について 

（6）農地法第6条の2第1項の規定による農地所有適格法人以外の者の要件確認について 

（7）生産緑地に係る農業の主たる従事者等に関する証明について 

（8）生産緑地法（昭和49年法律第 68号）第13条の規定による生産緑地の取得のあっせんについて 

（9）知事許可について 

（令和8年4月7日掲示済） 

 


